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○ 公  示  

公       示 

 

公示第１２１号 

 

 

「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について」の一部改正について 

 

「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について」（平成１１年１２月２８日付け公示第１２０号） 

を別紙のとおり一部改正する。 

 

 

平成２６年３月２６日 

 

 

                              北陸信越運輸局長  和 迩  健 二 

 

別紙 「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について」 

 

新  

 

旧 

公    示 

 

公示第１２０号 

 

一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について 

 

 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」という。）

第９条の２第２項において準用する法第９条第６項に基づく一般貸

切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令の処理要領を下記の

とおり定めたので公示する。 

 

公    示 

 

公示第１２０号 

 

一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について 

 

  道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第９条の２第２項で準

用する法第９条第５項に基づく一般貸切旅客自動車運送事業の運

賃・料金の変更命令の処理要領を下記のとおり定めたので公示する。 
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   平成１１年１２月２８日 

 

                新潟運輸局長 宮嵜 拓郎 

 

記 

 

１．運賃・料金の設定（変更）届出書の内容が次に掲げる全ての事

項に該当するときは、変更命令の審査を必要としないものとする。 

  ①運賃・料金の上限額及び下限額が、別紙１「変更命令の審査

を必要としない運賃・料金の範囲」（以下「別紙１」という。）

の範囲内のものであるとき。 

  ②運賃・料金の適用方法が別紙２「一般貸切旅客自動車運送事

業の運賃・料金の標準適用方法」（以下「別紙２」という。）

と合致するものであるとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．運賃・料金の上限額及び下限額が、別紙１の範囲以外のもので

ある場合は、法第９条の２第２項において準用する法第９条第６

項各号に該当するか否かの審査を行うこととし、法第９４条第１

項の規定に基づき、原価計算書その他運賃・料金の算出の基礎が

記載された書類の提出を求める。 

 

 

３．運賃・料金の適用方法が別紙２と合致しないものである場合は、

法第９条の２第２項において準用する法第９条第６項各号に該当

するか否かの審査を行うこととし、法第９４条第１項の規定に基

づき、標準適用方法と異なる理由について意見聴取を行うととも

に、必要に応じ、原価計算書その他運賃・料金の算出の基礎が記

載された書類等の提出を求める。 

 

 

４．上記２．及び３．の場合において、審査の結果、法第９条の２

第２項において準用する法第９条第６項各号に該当すると判断さ

れるときは、運賃・料金を変更すべきことを命ずることとする。 

 

 

 附 則 この公示は、平成１２年２月１日から適用する。 

 附 則（平成１６年３月１８日付け公示第１１８号で一部改正） 

  この公示は、平成１６年４月１日から適用する。 

 附 則（平成２６年３月２６日付け公示第１２１号で一部改正） 

 １．この公示は、平成２６年４月１日から適用する。 

 ２．運賃・料金の変更届出書の実施予定日までに入札制による価

格決定方式を採用している運送申込者を含む運送申込者と合意

   平成１１年１２月２８日 

 

                新潟運輸局長 宮嵜 拓郎 

 

記 

 

１．運賃・料金の設定（変更）届出書の内容が次に掲げる全ての事

項に該当するときは、変更命令の審査を必要としないものとする。 

①運賃・料金の額が、別紙１の範囲内のものであるとき。 

 

 

  ②運賃・料金の適用方法が別紙２の「一般貸切旅客自動車運送

事業の運賃・料金の標準適用方法」と合致するものであるとき。 

 

 

２．別紙２「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の標準適用

方法」のうち、運賃の種類については、標準適用方法の４種類の

運賃から実際に適用する運賃を選択するものとする。 

  この場合、複数の運賃を採用するに当たっては、それぞれの運

賃をどのような運送に対して適用するかを定めて明記する。 

 

 

 

 

３．運賃・料金の額が、別紙１の範囲以外のものである場合は、法

第９条の２第２項で準用する法第９条第５項各号に該当するか否

かの審査を行うこととし、法第９４条第１項の規定に基づき、原

価計算書その他運賃・料金の算出の基礎が記載された書類の提出

を求める。 

 

 

４．運賃・料金の適用方法が別紙２の標準適用方法と合致しないも

のである場合は、法第９条の２第２項で準用する法第９条第５項

各号に該当するか否かの審査を行うこととし、法第９４条第１項

の規定に基づき、標準適用方法と異なる理由について意見を聴取

する。 

 

 

 

５．上記３．及び４．の場合において、審査の結果、法第９条の２

第２項で準用する法第９条第５項各号に該当すると判断されると

きは、運賃・料金を変更すべきことを命ずることとする。 

 

 

 附 則 この公示は、平成１２年２月１日から適用する。 

 附 則（平成１６年３月１８日付け公示第１１８号で一部改正） 

  この公示は、平成１６年４月１日から適用する。 
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又は運送契約を締結した運賃・料金については、従前の運賃・

料金を基準とした額を適用することとする。 

 ３．２．により従前の運賃・料金を基準とした額を適用した運賃・

料金については、旅客自動車運送事業運輸規則（昭和３１年運

輸省令第４４号。）第７条の２に規定する運送引受書に旧運賃・

料金を適用した旨を記載することとする。 

 ４．「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令につ

いて」（平成１６年３月２５日付け公示第１２３号）は、平成

２６年３月３１日限りでこれを廃止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙２ 

一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の標準適用方法 

 

第１ （略） 

 

第２ 運 賃 

 １．運賃の種類 

    運賃の種類は、時間・キロ併用制運賃とする。 

 

 ２．運賃の計算方法 

    運賃は、以下の計算方法により計算した額を合算する。 

 （１） 時間制運賃 

    ① 出庫前及び帰庫後の点呼・点検時間（以下「点呼点検

時間」という。）として、１時間ずつ合計２時間と、走

行時間（出庫から帰庫までの拘束時間をいい、回送時間

を含む。以下同じ。）を合算した時間に１時間あたりの

運賃額を乗じた額とする。 

      ただし、走行時間が３時間未満の場合は、走行時間を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙２ 

一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の標準適用方法 

 

第１ （略） 

 

第２ 運 賃 

 １．運賃の種類 

    運賃の種類は、時間制運賃、キロ制運賃、時間・キロ選択

制運賃、行先別運賃とする。 

 ２．運賃の計算方法 

 

 （１） 時間制運賃 

    ① 実拘束時間（旅客の指定する場所に到着してから運送

を終了して旅客が降車するまでの時間を言う。以下同じ）

に時間賃率を乗じた額とする。 

      ただし、実拘束時間が３時間未満の場合は３時間とし

て計算した額とする。 

 

別紙１

（単位：円）

上限 下限

170 120

150 100

120 90

7,350 5,090

6,210 4,300

5,330 3,690

１km当り 30 20

１時間当り 2,820 1,950
交替運転者配置料金

料
　
　
金

中型車

小型車

深夜早朝運行料金
時間制運賃及び交替
運転者配置料金（１時
間当り）の2割増し

特殊車両割増料金 運賃の5割増し

変更命令の審査を必要としない運賃・料金の範囲

運
　
　
賃

キロ制運
賃（１km当
り）

時間制運
賃（１時間
当り）

大型車

大型車

中型車

小型車

別紙－１

上限 下限

～100km 690 450

101km～300km 610 400

301km～ 460 300

～100km 600 390

101km～300km 530 350

301km～ 430 280

～100km 400 260

101km～300km 370 240

301km～ 310 200

13,000 8,480

11,390 7,430

7,360 4,800

3,000 2,700

5,500 4,950

26,000 23,400

5,500 4,950

～100km 390 350

101km～ 360 320

～100km 340 310

101km～ 260 230

～100km 260 230

101km～ 200 180

料
　
　
金

深夜早朝運行料金（１時間当り）

時間待機料金（１時間当り）

宿泊待機料金（１泊当り）

航送料金（１時間当り）

回送料金
（1km当
り）

特殊車両割増料金 運賃の5割以内

中型車

小型車

大型車

中型車

小型車

変更命令の審査を必要としない・運賃料金の範囲

新潟・長野

運
　
　
賃

キロ制運
賃（1km当
り）

大型車

中型車

小型車

時間制運
賃（１時間
当り）

大型車
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３時間として計算した額とする。 

    ② ２日以上にわたる運送で宿泊を伴う場合、宿泊場所到

着後及び宿泊場所出発前の１時間ずつを点呼点検時間と

する。 

    ③ フェリーボートを利用した場合の航送にかかる時間

（乗船してから下船するまでの時間）は８時間を上限と

して計算することとする。 

 （２） キロ制運賃 

      走行距離（出庫から帰庫までの距離をいい、回送距離

を含む。以下同じ。）に１キロあたりの運賃額を乗じた

額とする。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 運賃計算の基本 

    ① 運賃は、車種別に計算した金額の上限額及び下限額の

範囲内とする。 

 

    ② 運賃は、営業所の所在する出発地の運賃を基礎として

計算するものとする。 

 ３．運賃の割引 

 （１） 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法の

適用を受ける者の団体については３割引とする。ただし、

２．（３）①により計算した額の下限額を限度とする。 

 （２） 学校教育法による学校（大学及び高等専門学校を除く。）

 

    ② 時間の積算については、１日あたり１２時間まで（２

日以上の行程については、１日あたり８時間）を上限と

して計算することとする。 

 

 

 

 （２） キロ制運賃 

    ① 旅客の最初の乗車地点から最後の降車地点までの距離

に距離賃率を乗じた額とする。 

    ② 距離賃率は次の距離の区分に応じてそれぞれ設定する

ものとする。 

       イ １００キロまで 

       ロ １００キロを超え３００キロまで 

       ハ ３００キロを超えるもの 

 （３） 時間・キロ選択制運賃 

    ① 運賃の適用 

      時間制運賃は、実拘束時間（旅客の指定する場所に到

着してから運送を終了して旅客が降車するまでの時間を

いう。）が１２時間以内の運送に適用し、それ以外の運

送についてはキロ制運賃を適用する。 

      ただし、時間制運賃で計算した運賃・料金の合計額が

キロ制運賃を適用した場合の運賃・料金の合計額に満た

ない場合には、時間制運賃は適用しない。 

    ② 時間制運賃は、実拘束時間（旅客の指定する場所に到

着してから運送を終了して旅客が降車するまでの時間を

いう。以下同じ。）に時間賃率を乗じた額とする。 

      ただし、実拘束時間が３時間未満の場合は、３時間と

して計算した額とする。 

    ③ キロ制運賃は、旅客の最初の乗車地点から最後の降車

地点までの距離に距離賃率を乗じた額とする。 

    ④ 距離賃率は次の距離の区分に応じてそれぞれ設定する

ものとする。 

       イ １００キロまで 

       ロ １００キロを超え３００キロまで 

       ハ ３００キロを超えるもの 

 （４） 行先別運賃 

      特定の行先について、時間制運賃、キロ制運賃又は時

間・キロ選択制運賃にて算出した運賃及び料金の合計額

にて計算し、別途、地方運輸局に届け出た額とする。 

 （５） 運賃計算の基本 

    ① 運賃は運賃の種類及び車種別に計算した金額の最高額

及び最低額の範囲内とする。 

 

    ② 運賃は、営業所の所在する出発地の運賃を基礎として

計算するものとする。 

 ３．運賃の割引・割増 

 （１） 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法の

適用を受ける者の団体については３割引とする。 

 

 （２） 学校教育法による学校（大学及び高等専門学校を除く。）
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に通学又は通園する者の団体については２割引とする。た

だし、２．（３）①により計算した額の下限額を限度とす

る。 

 （３） ２以上の割引条件に該当する場合はいずれか高い率を適

用し、重複して運賃の割引をしない。 

 

第３ 料 金 

 １．料金の種類 

     運送に伴う料金の種類は、深夜早朝運行料金、特殊車両

割増料金及び交替運転者配置料金とする。 

 

 ２．料金の適用 

 （１） 深夜早朝運行料金 

     ２２時以降翌朝５時までの間に点呼点検時間、走行時間

（回送時間を含む。）が含まれた場合、含まれた時間に係

る１時間あたりの運賃及び交替運転者配置料金の１時間あ

たり料金については、２割以内の割増を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２） 特殊車両割増料金 

      次の条件を有する車両については、運賃の５割以内の

割増を適用することができる。 

① 標準的な装備を超える特殊な設備を有する車両。 

    ② 当該車両購入価格を座席定員で除した単価が、標準的

な車両購入価格を標準的な座席定員で除した単価より７

０％以上高額である車両。 

 （３） 交替運転者配置料金 

      法令により交替運転者の配置が義務付けられる場合、

その他、交替運転者の配置について運送申込者と合意し

た場合には、地方運輸局長が公示する交替運転者配置料

に通学又は通園する者の団体については２割引とする。 

 

 

 （３） ２以上の割引（割増）条件に該当する場合はいずれか高

い率を適用し、重複して運賃の割引（割増）をしない。 

 

第３ 料 金 

 １．料金の種類 

    運送に伴う料金の種類は、深夜早朝運行料金、待機料金（時

間待機料金、宿泊待機料金）、回送料金、航送料金及び特殊

車両割増料金とする。 

 ２．料金の適用 

 （１） 深夜早朝運行料金 

      ２２時以降翌朝５時までの間に運行した場合に適用す

る。ただし、回送のための運行には適用しない。 

 

 

 （２） 待機料金 

    ① 旅客側の原因により車両を待機させた場合に適用す

る。 

    ② 時間待機料金は、旅客が最初に乗車し最後に降車する

までの間に旅客側の責により車両を待機させた時間につ

いて適用する。 

    ③ 宿泊待機料金は、２日以上にわたる運送で宿泊を伴う

場合に適用する。 

      ただし、標準宿泊待機時間（宿泊場所に到着してから

出発するまでの間の時間が１泊につき１５時間）を超え

るときは、その超えた時間については時間待機料金を適

用する。 

    ④ 時間制運賃等(時間・キロ選択制運賃の場合において時

間での運賃計算を行った場合も含む。以下同じ。)を適用

した場合には、待機料金は適用しない。 

 （３） 回送料金 

      旅客の乗車地の最寄りの営業所から当該乗車地まで及

び旅客の降車地から当該営業所までの距離が２０キロを

超える場合に、その超えた距離について適用する。 

 （４） 航送料金 

      フェリーボートを利用した場合の航送にかかる時間

（標準宿泊待機時間は含まない。）に適用する。ただし、

時間制運賃等を適用した場合には適用しない。 

 （５） 特殊車両割増料金 

      次の条件を有する車両については、運賃の５割以内の

割増料金を適用することができる。 

① 標準的な装備を超える特殊な設備を有する車両。 

    ② 当該車両購入価格を座席定員で除した単価が、標準的

な車両購入価格を標準的な座席定員で除した単価より７

０％以上高額である車両。 

 

 

 

 



 
 

6 
 

金の上限額及び下限額の範囲内で計算した額を適用す

る。 

 

 

第４ 端数処理 

 （１） 走行距離の端数については、１０キロ未満は１０キロに

切り上げる。 

 

 （２） 走行時間の端数については、３０分未満は切り捨て、３

０分以上は１時間に切り上げる。 

 

第５ 旅客より収受すべき運賃・料金及び運賃・料金の表示方法 

 （１） 運賃の計算方法により算出される運賃と料金を併算した

額に消費税法等に基づく税率を乗じ、１円単位に四捨五入

した消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含

めた運賃・料金の総額を収受する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２） 対外的に示す運賃・料金はそれぞれ消費税額及び地方消

費税額を含んだ額を表示する。 

 

第６ 実費負担 

    ガイド料、有料道路利用料、航送料、駐車料、乗務員宿泊

料その他旅客の求めにより運送以外の経費が発生した場合に

は、その実費を旅客の負担とする。 

 

 

 

 

 

 

第４ 端数処理 

 （１） 距離の端数については、１０キロ未満は１０キロに切り

上げる。ただし、回送キロについては１キロ未満は１キロ

に切り上げる。 

 （２） 時間の端数については、３０分未満は切り捨て、３０分

以上は１時間に切り上げる。 

 

第５ 旅客より収受すべき運賃・料金及び運賃・料金の表示方法 

 （１） 時間制運賃及び距離制運賃については、運賃の計算方法

により算出される時間制運賃又は距離制運賃に料金を併算

した額に消費税法等に基づく税率を乗じ、１円単位に四捨

五入した消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額

を含めた運賃・料金の総額を収受する。 

 （２） 行先別運賃については、当該運賃料金に消費税法等に基

づく税率を乗じ、１円単位に四捨五入した消費税額及び地

方消費税額の合計額に相当する額を含めた運賃を収受す

る。 

     なお、行先別運賃のほかに航送料金又は特殊車両割増料

金を収受すべき場合は、行先別運賃に航送料金、特殊車両

割増料金を併算した額に消費税法等に基づく税率を乗じ、

１円単位に四捨五入した消費税額及び地方消費税額の合計

額に相当する額を含めた運賃・料金を収受する。 

 （３） 対外的に示す運賃・料金はそれぞれ消費税及び地方消費

税を含んだ額を表示すること。 

 

第６ 実費負担 

    ガイド料、有料道路利用料、航送料、駐車料、乗務員宿泊

料その他旅客から特別な負担を求められた場合には、その実

費を旅客の負担とする。 

 

 

 

 
 

○ 許 認 可 等 
 
■自動車分解整備事業の認証（自動車技術安全部） 

 
認証番号 富認証第１９８号 

認証年月日 平成２６年３月２６日 

事業者名 株式会社Ｃｏｎｎ－Ｒｏｄ 

事業場名 Ｃｏｎｎ－Ｒｏｄ 

事業場所在地 富山県富山市田中町一丁目７番５８号 

自動車分解整備事業の種類 普通自動車分解整備事業 

小型自動車分解整備事業 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、 

小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 
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対象とする装置の種類 普小、普乗、小四、小三、小二、軽 

【原動機、動力伝達、走行、操縦、制動、緩衝、連結】 

業務範囲の限定 なし 

 

認証番号 富認証第１９９号 

認証年月日 平成２６年３月２７日 

事業者名 有限会社キドニィ 

事業場名 有限会社キドニィ 

事業場所在地 富山県富山市中老田８３５番１ 

自動車分解整備事業の種類 普通自動車分解整備事業 

小型自動車分解整備事業 

対象とする自動車の種類 普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、小型三輪自動車、 

小型二輪自動車、軽自動車 

対象とする装置の種類 普乗、小四、小三、小二、軽 

【原動機、動力伝達、走行、操縦、制動、緩衝、連結】 

業務範囲の限定 なし 

 

 
 
 


